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証明書等を「偽造」「変造（無断作成，改変）」した場合について 

 

公立学童クラブ入会申込み手続きに必要となる書類（雇用（雇用予定）証明書を除く）に

ついて，令和４年度より押印を省略して提出いただくことが可能となります。 

ただし，申込み者自身が偽造，変造（無断作成・改変）した場合は，発行元の押印がない

場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」の構

成要件に該当すると認められる場合には，各罪が成立し得ますのでご注意下さい。 

また，証明書の内容について，発行元に電話確認等行う場合があります。 

 

 

押印のない就労証明書等を偽造，変造（ 無断作成・改変） した場合について 

 

刑法において， 

○有印私文書偽造罪（刑法１５９条１項）は行使の目的で，他人の印章若しくは署名を使用

して権利，義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し，又は偽造した他人

の印章若しくは署名を使用して権利，義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画

を偽造した場合 

○有印私文書変造罪（刑法１５９条２項）は，他人が押印し又は署名した権利，義務又は事

実証明に関する文書又は図画を変造した場合にそれぞれ成立する。 

 

就労証明書等に係る電子データに無断作成・改変を行った場合について 

 

刑法において， 

○私電磁的記録不正作出罪（刑法１６１条の２第１項）は，人の事務処理を誤らせる目的で，

その事務処理の用に供する権利，義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った

場合に成立する。 

 

（参考） 

・有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑３月以上５年以下の懲役 

・無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑１年以下の懲役又は１０万円以下の罰金 

・私電磁的記録不正作出罪の法定刑５年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

 


